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ケアラー・ヤングケアラー実態調査について 

１ 調査の目的 

ケアラー（介護者）のケアの状況、ケアラーへの影響など実態を調査する。また、潜在化

するヤングケアラーの存在を把握するとともに、ケアの状況、ヤングケアラーへの影響な

どの実態を調査する。 

さらに、ケアラー・ヤングケアラーと関わりのある団体等に対して、ケアラー等に求めら

れる支援などを調査する。それらの結果をもとに、ケアラー等に対する支援を検討する。 

併せて、令和 5 年度市政世論調査で、市民のケアラー等に関する認知度の把握を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調査の実施時期 

令和５年６月中旬から７月末まで ※調査結果は 12 月公表予定 

 

３ 調査の対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜埼玉県ケアラー支援条例（令和２年３月 31 日公布・施行）＞ 

第 2 条（定義） 

 「ケアラー」とは、高齢、身体上又は精神上の障害又は、疾病等により援助を必要とする親族、友人

その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者 

 「ヤングケアラー」とは、ケアラーのうち、１８歳未満の者 

 「関係機関」とは、介護、障害者及び障害児の支援、医療、教育、児童等の福祉等に関する業務を行

い、その業務を通じて日常的にケアラーに関わる可能性がある機関 

 「民間支援団体」とは、ケアラーの支援を行うことを目的とする民間団体 
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４ 調査手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 調査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 他団体の調査実績との比較 

 


